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講 義

「虐待防止措置・
身体拘束適正化措置の把握」

社会福祉法人 成春館 鎌田博幸

令和6年度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修 ＜対象 : 全職員＞

2024.12.  4 (水) 13:30～14:30   

2025.  1.16 (水) 13:30～14:30   



1.「障害者虐待防止の更なる推進」で令和4年度から
   義務化された内容はなんでしょう？

① 従業者の（ ）の実施

「従業者」は、全ての職員が含まれる

② （ ）委員会の設置

「委員会」は少なくとも年（ ）回開催すること

③ 虐待防止（ ）の設置
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         令和3年2月4日「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から抜粋
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〇 R3.3.30改正「運営基準」(虐待の防止)
(障害者支援施設を対象に説明 他の障害福祉サービスも同様に解釈のこと)

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」

（虐待の防止）
第五十四条の二 指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発を防止
    するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討す
る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定

    期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のため

    の研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
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2. 義務化された障害者虐待防止措置内容の把握
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〇 障害者虐待防止措置内容3点

• 令和4年度から義務化されています

• 令和6年度から虐待防止措置未実施減算1%適用

① 虐待防止委員会の定期開催と周知

委員会は年1回以上開催し、その内容を周知

※年度に1回ではないので、前年開催時より1年以内に開催のこと

② 全従業者の研修の定期的な実施(年1回以上)

手引きP20～22を参考に研修を実施

③ 虐待防止責任者の設置



         令和6年2月6日「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から抜粋 6

3.「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」虐待防止関係内容



4. 虐待防止委員会の役割

① 虐待防止のための計画作り
・ 研修計画

 ・ 職場環境の確認と改善
・ 指針やチェックリストの作成
・ 掲示物等啓発ツールの作成

② 虐待防止のチェックとモニタリング
・ 職員の自己点検
・ 支援現場での課題抽出

③ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討

     ※身体拘束適正化委員会を兼ねることも可能

手引きP17
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5. 「田原授産所」虐待防止体制整備状況 ＜虐待防止委員会＞

＜名 称＞ 田原授産所 人権擁護・虐待防止委員会
 

＜委員長＞ 虐待防止責任者 … 施設長

＜委 員＞ 虐待防止担当者 … 主任、副主任、サービス管理責任者
                      委員に第三者委員、利用者自治会役員等、田原授産所育成会の

役員等を加えることができる。

＜委員会＞ 3か月に１回開催
                        ※ 実施状況 … 5月・8月・11月・2月に開催

※ 2月に次年度の内部研修、虐待防止研修、ケース検討会
の企画を検討

※ 5・8・11月は職員の気になる対応検討等
   

＜内 容＞ ・「田原授産所職員倫理綱領」及び「田原授産所職員行動規範」を職員に

周知し、行動規範とするよう啓発する。
・「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」及び

「田原授産所虐待防止のための指針」を職員に周知するとともに「職員
自己点検チェック表」を定期的に実施し、職員に障害のある方の人権擁

                                護の自覚を促す。
・ 人権擁護や虐待防止に係る研修を年１回以上行うこととする。

2021年(令和3年) 9月22日 配布 10月1日 施行



① 虐待防止や人権意識を高めるための研修

② 職員のメンタルヘルスのための研修

③ 障害特性を理解する・知識や技術向上のための研修

④ 事例検討

⑤ 利用者や家族等を対象にした研修

6.虐待防止研修の内容 手引き P20～22
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7. 「手引き」P20～22で、研修内容を検討する

考えられる研修の種類 例示

①管理職を含めた職員全体を
対象にした虐待防止や人権意識
を高めるための研修

• 基本的な職業倫理
• 倫理綱領、行動指針、掲示物の周知（虐待防止の委員会で検討された内容を含めて）
• 障害者虐待防止法等関係法律や通知、指定基準等の理解
• 障害当事者や家族の思いを聞くための講演会
• 過去の虐待事件の事例を知る等
• 職場内研修用冊子の活用

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

②職員のメンタルヘルスのため
の研修

怒りの感情への対処法を身につけるための研修としての「アンガーコントロール」

③障害特性を理解し適切に支援
が出来るような知識と技術を獲
得するための研修

• 障害や精神的な疾患等の正しい理解
• 行動障害の背景、理由を理解するアセスメントの技法
• 自閉症の支援手法（視覚化、構造化等）
• 身体拘束、行動制限の廃止
• 服薬調整
• 他の障害者福祉施設等の見学や経験交流等
• コンサルテーションの導入

④事例検討
• 障害者のニーズを汲み取るための視点の保持
• 個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得
• 個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援者の役割分担等

⑤利用者や家族等を対象にした
研修

「わかりやすい 虐待防止法パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf

令和3年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修 片桐公彦氏 資料より引用 10

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf


8.虐待防止研修の企画について(お勧めの研修)

①「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の

手引き」の読み合わせ (基本) … 全職員に配布

・ 障害者虐待と虐待類型例 (P5～10)

・ 通報義務と虐待防止委員会の役割 (P11～20)

・ 身体拘束等の適正化に向けて (P34～44) 

②「虐待防止職場内研修冊子」の講義や読み合わせ (基本)

③「アンガーマネジメント研修」の受講

④「ＫＪ法と三重丸検討でチェックリスト作成」
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⑤直近の「障害者虐待実態状況」の把握(基本)

・令和3・4年度全国障害者虐待実態調査の把握

・令和3・4年度愛知県障害者虐待実態調査の把握 

⑥「障害者虐待対応事例集」の活用

・「日本知的障害者福祉協会」事例

・「岡山県事例集」(平成25年) ・「千葉県事例集」(平成27年)

・「長崎県事例集」(平成28年)  ・「神奈川県事例集」(平成29年)

・「栃木県事例集」(平成31年)

⑦「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)研修」の受講
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(参考)田原授産所 令和5年度

＜4月＞
（日時）4月13日(木) 17:00～18:30     
（内容）ケース検討手法研修「小野式インシデント・プロセス法の理解」
（講師）(福)新城福祉会 レインボーはうす 施設長 長坂 宏 氏

＜5月＞
（日時）5月11日(木) 17:00～18:30    
（内容）障害福祉関係職員基礎研修「服部ゼミナール 令和5年度第1回」
（講師）臨床心理士 元椙山女学園大学 教育学部教授 服部次郎 先生

＜6月＞
（日時）6月8日(木) 17:00～18:30 
（内容）障害福祉基礎研修「精神障害の理解Ⅱ」
（講師）可知記念病院 精神保健福祉士 佐藤大介 氏

＜7月＞
（日時）7月13日(木) 17:00～18:30 
（内容）ケース検討手法研修「ABC分析ケース検討の理解」
（講師）公認心理士 たくと大府 施設長 林 大輔 氏

＜8月＞
（日時）8月10日(木) 17:00～18:30 
（内容）障害福祉関係職員基礎研修「服部ゼミナール 令和5年度第2回」
（講師）臨床心理士 元椙山女学園大学 教育学部教授 服部次郎 先生

＜9月＞
（日時）9月14日(木) 17:00～18:30 
（内容）救急法研修「AED使用法等救急法の理解」
（講師）日本赤十字社救急法指導員 サポートくすの木 管理者 村崎正明 氏

内部研修会

  ＜10月＞
（日時）10月12日(木) 17:00～18:30 
（内容）メンタルヘルス研修「アンコンシャスバイアスセミナー」
（講師）アンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー 鎌田博幸

＜11月＞
（日時）11月9日(木) 17:00～18:30 
（内容）障害福祉関係職員基礎研修「服部ゼミナール 令和5年度第3回」
（講師）臨床心理士 元椙山女学園大学 教育学部教授 服部次郎 先生

＜12月＞
（日時）12月14日(木) 17:00～18:30 
（内容）メンタルヘルス研修「脳ダイエット研修」
（講師）脳ダイエットインストラクター 平居久美 氏

＜1月＞
（日時）1月11日(木) 17:00～18:30 
（内容）権利擁護研修「意思決定支援をふまえた成年後見制度について」
（講師）尾張東部権利擁護支援セタンター「あすライツ」 住田敦子 氏

＜2月＞
（日時）2月8日(木) 17:00～18:30
（内容）障害福祉関係職員基礎研修「服部ゼミナール 令和5年度第4回」
（講師）臨床心理士 元椙山女学園大学 教育学部教授 服部次郎 先生

＜3月＞
（日時）3月14日(木) 17:00～18:30
（内容）コミュニケーション研修「笑顔のコーチング研修」
（講師）ハロードリーム認定笑顔のコーチングファシリテーター 林 ともみ 氏

※ 4月25日・10月31日 17:30～18:30 「身体拘束適正化・虐待防止研修」

※ 5～9月、11～3月 最終火曜日 17:30～18:30 「ケース検討」
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9. 田原授産所研修紹介 ＜令和5年度虐待防止研修・ケース検討会＞



10.「身体拘束等の適正化の推進」で令和4年度から
義務化された内容はなんでしょう？

① 身体拘束等を行った場合、その態様や時間等
を（ ）すること
※訪問系サービスは令和3年度、他は平成30年度から義務化済み

② 身体拘束等の適正化を検討する委員会の設置
「委員会」は少なくとも年（ ）回は開催すること

③ 身体拘束等の適正化のための（ ）の
    整備

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための
（ ）の実施
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         令和3年2月4日「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」から抜粋 15



〇 R3.3.30改正「運営基準」(身体拘束等の禁止)
(障害者支援施設を対象に説明 他の障害福祉サービスも同様に解釈のこと)

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について」

（身体拘束等の禁止）
第四十八条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な
い場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

     拘束等」という。）を行ってはならない。
２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様

      及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
      録しなければならない。

３ 指定障害者支援施設等は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措
      措置を講じなければならない。

一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等
      を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その
      結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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11.義務化された身体拘束適正化措置内容の把握
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〇身体拘束適正化措置内容4点

• 令和4年度から義務化されています

• 令和5年度から身体拘束廃止未実施減算(5単位)適用

• 令和6年度から施設・居住系サービスは10%減算に変更

• 令和6年度から訪問・通所系サービスは1%減算に変更

① やむ得ず行う身体拘束等の記録の実施

② 身体拘束適正化検討委員会の定期開催と周知
委員会は年1回以上開催し、その内容を周知

③ 身体拘束等適正化の指針の整備

④ 全従業者の身体拘束適正化研修を定期的に実施
手引きP34～44内容、事例検討等の研修を実施
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12.「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」虐待防止関係内容



13.身体拘束適正化委員会の役割

① 身体拘束適正化のための計画作り
・ 身体拘束適正化研修計画

 ・ 職場環境の確認と改善
・ 掲示物等啓発ツールの作成

② 身体拘束に関するチェックとモニタリング

③ 身体拘束の廃止・適正化に向けた検討

※ 委員会は年一回以上開催し、全職員への周知が必要

手引きP17～18
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14. 「田原授産所」虐待防止体制整備状況 ＜身体拘束適正化検討委員会＞

＜名 称＞ 田原授産所 身体拘束適正化検討委員会
 

＜委員長＞ 虐待防止責任者 … 施設長

＜委 員＞ 虐待防止担当者 … 主任、副主任、サービス管理責任者および
                                                   作業班長

委員に第三者委員、利用者自治会役員等、田原授産所育成会の
                      役員等を加えることができる。

＜委員会＞ 6か月に１回開催
                         ※ 実施状況 3月と9月 （モニタリング実施月に開催）

※ 一時的な行動制限対応を行う利用者さんの対応確認と前回
                              から今回までの適正化に向けた取り組み状況確認
   

＜内 容＞ ・「身体拘束ゼロへの手引き」「田原授産所身体拘束の適正化の
                          ための指針」を職員に周知するとともに、職員が利用者に対し
                          緊急やむを得ず身体拘束を行うときは、委員会を開催して身体
                          拘束の内容を検討する。

2021年(令和3年) 9月22日 配布 10月1日 施行



15. 「手引き」P20～22で、研修内容を検討する

考えられる研修の種類 例示

①管理職を含めた職員全体を
対象にした虐待防止や人権意識
を高めるための研修

• 基本的な職業倫理
• 倫理綱領、行動指針、掲示物の周知（虐待防止の委員会で検討された内容を含めて）
• 障害者虐待防止法等関係法律や通知、指定基準等の理解
• 障害当事者や家族の思いを聞くための講演会
• 過去の虐待事件の事例を知る等
• 職場内研修用冊子の活用

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

②職員のメンタルヘルスのため
の研修

怒りの感情への対処法を身につけるための研修としての「アンガーコントロール」

③障害特性を理解し適切に支援
が出来るような知識と技術を獲
得するための研修

• 障害や精神的な疾患等の正しい理解
• 行動障害の背景、理由を理解するアセスメントの技法
• 自閉症の支援手法（視覚化、構造化等）
• 身体拘束、行動制限の廃止
• 服薬調整
• 他の障害者福祉施設等の見学や経験交流等
• コンサルテーションの導入

④事例検討
• 障害者のニーズを汲み取るための視点の保持
• 個別のニーズを実現するための社会資源等の情報や知識の習得
• 個別支援計画というツールを活用しての一貫した支援及び支援者の役割分担等

⑤利用者や家族等を対象にした
研修

「わかりやすい 虐待防止法パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf

令和3年度障害者虐待防止・権利擁護指導者研修 片桐公彦氏 資料より引用 21

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf


16.「障害者虐待防止」に取り組むポイント

① 「障害者虐待防止」のための教科書とガイドブックを配布する

〇「障害者虐待防止」のための教科書は

22

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」  

〇「障害者虐待防止」のためのガイドブックは

「障害者虐待防止法の理解と対応(職場内研修用冊子)」  



② 「障害者虐待防止」に取り組む担当者を決める

〇「障害者虐待防止」に取り組む担当者は

23

「虐待防止委員会」「身体拘束適正化検討委員会」の委員 

〇「障害者虐待防止」に取り組む担当責任者は

「虐待防止委員会」「身体拘束適正化検討委員会」の委員長

※ 委員長は管理者が担うのが望ましい

③ 担当者は研修計画を立てる

〇担当者「手引き」を参考にして、研修計画を立てる

④ 担当者は研修を行う

〇担当者は「手引き」と「研修用冊子」を使いこなす
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